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2 1-1. 半農半X等人材確保事業の概要

 人材確保に特化した場合の懸念点

　１．参加者数の確保　→　２年間実績：働き手１３名 ＝ 労働力としては少ない
　２．働き手への雇用先のマッチングの煩雑性
　３．働き手への宿泊先のマッチングの煩雑性
　　　宿泊先のWi-Fi環境の整備
　４．雇用主の賃金支払の手間（働き手の激しい入れ替わりによる多数振込）
　５．働き手への連絡調整

秋田県による半農半X事業

・関東圏等から副業希望者を募り、人材確保に対する可能性が見える。
・都市と地方の交流が生まれ、関係人口の創出が見込まれる。
・全国ニュース等のマスコミに多数取り上げられ、知名度が上がった。　

R５八峰町による事業継承を検討



3 1-2. 半農半X等人材確保事業の概要

①業務委託

②登録申請 ⑤就労申請

③雇用先一覧

⑥マッチング
　（人材紹介）

④事業周知

雇用主
　農業者
　林業者
　漁業者
　観光業者 等

働　き　手
　宿泊を希望する社会人
　宿泊を希望しない社会人
　近隣の未就業者

　

八峰町
　農林振興課
　産業振興課
　　雇用先募集

　企画財政課
　　関係人口の創出
　　参加者交流会等

　体験センター
　　宿泊先提供
　　Wi-Fi環境整備
　　web就労場所提供

　地域おこし協力隊
　　働き手サポート

　ハタハタ館
　　食事提供

八峰町観光協会

R５町単後継試験事業案

※R5.7.7現在　事業打ち合わせを５回開催
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宿泊先：あきた白神体験センター

2. 宿泊先の一括管理と実施期間（体験センターの受入れ）

閑散期に当たる１０～１２月の３か月間を実施期間に設定し、
宿泊先を１施設で受け入れする。

・宿泊先のマッチングを簡略化
・Wi-Fi環境の完備
・働き手への連絡が容易に

３カ月間における雇用先を下記に限定し、試験を行う。

　農業（ネギ、菌床しいたけ、生薬）、
　水産業、飲食業、宿泊業



3-1. 雇用情報の把握（農林振興課、産業振興課による募集）5

(１)雇用先一覧を作成：農林水産観光業（延べ８経営体）
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(２)雇用先の雇用希望日程表を作成

・(１)(２)による雇用マッチングの簡略化

3-2. 雇用情報の把握（農林振興課、産業振興課による作成）
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(３)雇用主の雇用実績と希望時給の把握（事前調査）

3-3. 雇用情報の把握（農林振興課、産業振興課による作成）

賃金の設定
・働き手の均等分散を図るため賃金は一律設定
・賃金が雇用主の負担にならないよう低賃金設定
・賃金の低さを、価値の付加で補う
・雇用主は激しい入れ替りを嫌う
　　→　同一雇用先が長くなった人は時給ＵＰ

一律時給
　スタート時　：　 880円/ｈ
　同一雇用先20hを
　　超えた翌日から 900円/ｈ



4-1. 働き手の確保（八峰町観光協会による募集）8

半農半X（副業希望者）
　　　　＋

近隣のアルバイト希望者

案(１)働き手の範囲拡大

・労働力確保の強化

 宿泊費助成　：半農半Ｘのみ
 交通費助成　：半農半Ｘのみ

 イベント参加：両  者  共  通

 賃　　　金　：両  者  共  通

半農半X向け募集チラシ案



4-2. 働き手の確保（協力隊による発案）9

(２)観光案内・イベントによる価値を付加
気軽に参加できる無料イベント：ランクB
参加費を伴う大型イベント　　：ランクA

案



4-3. 働き手の確保（関係各課による打ち合わせ）10

(３)観光案内・イベント開催日の配置
半農半X参加条件：２週間滞在かつ４日以上従事
半農半X参加者が、必ず1～2回は参加できるようイベントを配置

一般イベントにも誘導

希望者には観光案内

ランクCイベントも企画し、
個別に参加者を募る

・労働力確保の強化

案



5. 雇用主のモラル強化（企画財政課による作成）11

雇用先の職場ハラスメント防止策
「受入れ側の心得」を作成し、配布予定

6. 賃金支払いの手間軽減
八峰町観光協会経由による支払い

雇用主が支払う賃金は観光協会を経由する

・雇用主の手間軽減

7. 働き手のイベント参加意思確認等 

働き手へのアンケート調査（事前）を実施
イベント参加の希望

雇用主へのアンケート調査（事後）を実施
次年度以降の本格稼働に向けた検討材料

案


